
福岡都市計画地区計画の決定(福岡市決定)
面 不買 約 O. 4 h a 

建築物等の 建築をしてはならない建築物は、次に掲げるものとする。

都市計画天神二丁目中央地区地区計繭を次のように決定する。 I I I用途の制限 I 建築基準法別表第二(へ)項第二ー号に掲げる工場

2 建築基準法別表第.::_(と)項第三号に掲げる工場

名 称 天神二丁目中央地区地区計画

位 置 福岡市中央区天神二丁目の一部

面 積 約O. 4 h a 

地区計画の目標 当地区は、西鉄福岡駅、パスターミナル等の交通拠点に隣接し、商

業 ・業務等の中枢機能が集積する「天神地区Jにおいても歩行者が特

に多い地区である。

しかしなが ら、当地区においては、歩道のゆとり 空間が不足してい

るこ とに加え、狭小敷地の連担等によ り土地の有効 ・高度利用が図ら

れていないこ とから、敷地の共同化とあわせた歩行者空間の確保と商

業 ・業務等の機能強化が課題となっている。

このため、 都心にふさわしいゆとり 空間・歩行者空間の創出と都心

機能の強化及び魅力ある市街地環境の形成を図ること を目標とするφ

土地利用に関する 敷地の共同化、 オープンスペースの確保及び土地の有効 ・高度利用

基本方針 を適切に誘導し、都心にふさわしい賑わいのある商業 ・業務等の機能

の集積を図る とともに、ゆと りある歩行者空間や広場を確保する。

区

j或

の 都市基盤施設及び 都市の憩い・ にぎわい等を演出する公共的空間を創出し、回避性の

整 地区施訟の盤備の方針 向上を図るため、隣接街区の広場と一体となった地上広場を確保する。

備 また、地上と地下の歩行者ネットワーク空間の強化を図るため、 t也
. 上広場ときらめき地下通路に有機的に連携した地下広場を設置する。

開

発

及 建築物等の整備の方針 0都心にふさわしい賑わいのある商業・ 業務等の機能の集積を図るた

び め、 建築物等の用途の制限を定める。

保 0都心機能の強化及び魅力ある都市詑聞の創出を図るため、建築物の

全 共同化を誘導するの

{、vー 0歩行者の利便性及び快適性に資するゆとりある歩行者空間を確保し、

関 天神地区における回避性の向上を図るため、 壁面の位置の制限を定

す める。

る 0土地の健全かつ合理的な利用を通じて魅力ある市街地環境を形成す

方 るため、壁面の位置の制限や建築物等の高さの最高限度及び建築物

針 の形態文は意匠の制限を定めると ともに、特定行政庁の許可により

当地区にふさわしい道路斜線制限の運用を図る。

再開発等促進区 約O. 4 h a 

主要な公共施設の 広場 名 称 面 手賞 摘 要

配置及び規模
広場 A 約 1 0 0 ni 地上部

広 場 吟 島守 1 0 0 ni 地下部

地 |建
~積率の最高限度

建築物等の高さの
最高限度

漉築物等の形態
又は:ま匠の制限

3 風俗営業等の規制及び業務の適jfイヒ等に関する法律第 2条第6
項に掲げる用途に供する建築物

4 1階の部分を住宅、 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する

建築物(玄関、階段、 エレベーター、廊下、 管理人室等に供す

る部分を除く。)

容積率の最高限度を以下のよう に定める。

建築物の敷地面積

300 rrl未満

300 nf以上

1 0分の65 
ただし、計画図に示す位置において、下欄 3項
に規定する壁面の位置の制限のただし書き (1 ) 
に定める事項を適用した建築物については、
10分の 60とする。

1 0分の 70

1 計画図に示す広場Aの区域には、 建築物の壁若しくはこれに代わ

る柱文は建築物に附属する門若しくはへい合建築してはならない。
ただし、地盤面からの高さが 5. Omを超える建築物の部分、及

びこれを支える柱で広場の利用上支障がないものについては、この

限りではない。

2 計画図に示す広場Bの区域には、建築物の壁若しくはこれに代わ

る柱又は建築物に附属する門若しくはへいを建築しではならない。

ただし、広場Bの床面からの高さが 2. 5 mを超える建築物の部

分、これを支える柱で広場の利用上支障がないもの、 及び地上と地

下を結ぶ階段については、この限りではない。

3 計画図に示す位置においては、 道路と の境界から建築物の外壁者

しくはこれに代わる柱の商又は建築物に附属する門若しくはへいま

での距離の最低限度は、市道天神 19号線に面する部分については
2. 5m、市道天神 15号線及び市道天神 21号線に面する部分に

ついては2m、市道天神 20号線に面する部分については 1 mとす

る。
ただし、以下の建築物等については、この限りでない。

( 1 )敷地商積が 300rn
2
未満で街区の角にある敷地内の建築物

( 2) 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、 歩行

者の利便に供するもの

40m 
ただし、 階段室、昇降機塔等その他これらに類する建築物の屋上部

分で高さが 5mまでの部分、及び棟飾、防火控の屋上突出部その他こ
れらに類する展上突出物は、 当骸建築物の高さに算入しない。

1 都心にふさわしい良好な都市景観の形成に資するため、 建築物の
外壁又はこれに代わる柱の形態、 意匠等は周辺環境に配慮したもの

とする。
2 高架水槽等の屋外設置物及び工作物は、露出面積を少なくする等

都市景観に配慮するものとする。

「地区計画、再開発等促進区及び地区整備計画の区域、主要な公共施設の配置及び規模、並びに壁面

の位置の制限は計画図表示のとおり j

理由
土地の有効 ・高度利用により天神地区におけるアメ ニティ の向上と歩行者ネットワークの強化を図る と

ともに、 建築物の共同化による都心機能の更新を適正に誘導し、賑わいのある都心空間と魅力ある市街地

環境を形成するため、本案のとおり決定するものであるや
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広場A(地上部)
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